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アイランド・アシュラム RYT200 ヨガインストラクター養成講座 受講規約 
 
受講⽣（以下「甲」という）とアイランド・アシュラム（以下「⼄」という）は、以下のと
おり、RYT200 ヨガインストラクター養成講座（以下「本講座」という）の受講規約を締結
します。 
 
第 1 条（契約の⽬的） 
本契約は、⼄が、甲に提供する本講座に関する取り決めを定めています。 
 
第 2 条（講座の注意点） 
1.甲が本講座を修了するためには、受講期間内に⼄に課された課題を終わらせる必要があり
ます。万が⼀、受講期間内に甲が最終テストに合格できなかった場合、甲の希望があれば、
後⽇再テストを受けられる制度があります。その際、甲は⼄に以下の⾦額を⽀払います。 
再テスト 1 回あたりの料⾦：1 万円 
再テストを受けるにあたりもう⼀度指導が必要な場合の指導料⾦：5 千円／60 分 
 
2.⼄は、本講座終了⽇までの期間において、やむをえない事情がある場合は、講師を変更が
できるものとし、事前に甲に対して変更の通知を⾏います。 
 
3.甲は、本講座で使⽤するテキストや、その他の教材などの複写複製、転⽤は⾏ってはいけ
ません。 
 
4.甲は、本講座の内容をカメラや携帯電話などで録⾳、録画してはいけません。 
 
5.甲は、⼄の指⽰に従うものとし、他の受講者の迷惑になるような⾏為は⾏ってはいけませ
ん。甲がこれに反する⾏為を⾏った場合、⼄は甲を退場させることができます。この場合
は、甲は⼄に対し、本講座の提供や、受講料の返還を請求することができません。 
 
6.本講座中は絶対に無理をしないでください。本講座中に起こる怪我や体調不良などに関し
ては、⼄は責任を負いません。 
 
7.甲が本講座受講中に体調を崩して講座を受講できなくなった場合、講座を受講できなかっ
た期間が 1 ⽇以内であれば、オンラインで補講を受け付けます。費⽤は甲の⾃⼰負担で
す。それ以上の⽇数になると修了証をお渡しすることはできません。 
 
8.貴重品は甲が責任を持って管理してください。盗難や破損が起きた場合でも⼄は責任を負
いません。 
 
9.受講者同⼠のトラブルについては、⼄は責任を負いません。 
 
10.本講座中に、⼄は広報の⽬的で写真や動画の撮影を⾏うことがあります。甲からの特別
な申し出がない限り、写真や動画の使⽤を承諾したものとみなします。 



 
第 3 条（受講料の⽀払い） 
甲は⼄に対して、本講座の受講料（29.8 万円）を⼄が指定する預⾦⼝座に振り込む⽅法に
より⽀払うものとし、振込⼿数料は甲の負担とします。以下の期限で⼄の指定した⾦額の振
込が確認できない場合は、甲からの申込みを取り消す場合があります。 
 
申込後 7 ⽇以内：10 万円（申込⾦） 
開校⽇の 15 ⽇前まで：19.8 万円 
 
第 4 条（甲の都合によるキャンセル） 
甲の都合で発⽣するキャンセルについては、キャンセル料を以下の通り申し受けます。 
開校⽇の 31 ⽇前まで：無料 
開校⽇の 15 ⽇前まで：受講料の 50％ 
それ以降：受講料の 100％ 
 
キャンセル料の振込⼿数料は甲の負担とします。 
 
なお、新型コロナウィルスによる特別措置はありませんので、甲からの申し出によるキャン
セルについてはどのような状況であっても上記の通りとなります。 
 
第 5 条（⼄の都合による開催中⽌） 
本講座の開始前、最⼩催⾏⼈数の 2名に満たない場合、開催を中⽌することがあります。
その場合、⼄は甲に対し、受講料の全額返⾦、⾶⾏機代の全額負担、さらにお詫びとして 5
万円を⽀払います。振込⼿数料は⼄が負担します。 
 
第 6 条（新型コロナウィルス感染症による開催中⽌） 
新型コロナウィルス感染症対策のため政府から合宿の中⽌依頼があった場合、もしくは、合
宿の開催前に⼄の関係者が新型コロナウィルスに感染したことがわかった場合は、開催を中
⽌することがあります。その場合、⼄は甲に対し受講料を全額返⾦しますが、航空券は甲の
負担とさせていただきます。振込⼿数料は⼄が負担します。 
 
また、合宿期間中に甲を含む受講者、もしくは⼄の関係者が新型コロナウィルスに感染して
いることがわかった場合、合宿をその時点で中⽌します。その場合、⼄は甲に対し受講料の
返⾦は⾏いませんので、ご了承ください。 
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